
TAX NEWS FLASH 
March 2015

KPMG Advisory Indonesia

石油・ガス会社に対するVATお
よび奢侈品販売税の還付手続

2010年12月に発効しました政令PP-79/2010（上流石油・ガス会社

に対するオペレーティングコストと所得税の取り扱いに関する）以

前に調印された 生産物分与契約（”PSC”）の看做し納付条項に

基づき、PSC請負会社は納付済みの付加価値税（”VAT”）および

奢侈品販売税（“間接税”）を還付を受ける権利を有しています。

この還付手続きとその要件について財務省規定218号/PMK.02 

/2014 （“PMK -218/2014”）が発令され、発効していますが、これ

により同規定64号/PMK.02/2005（”PMK -64/2005” ）は無効とな

りました。

PSC請負会社が満たす必要のある還付要件には下記事項が含

まれています。

•	 請負会社はPSCに基づく政府取得分に対する支払いが履行さ

れており国庫が受領しているこ と、

•	 PSC請負会社は国税総局（”DGT”）からの納税証明書（surat 

keterangan fiscal）を取得している こと

PMK-64号/2005では現行のSKK Migasが執行機関として、間接

税が送金された銀行から支払証明書を取得しましたが、新規定

ではSKK MigasがPSC請負会社の登録されている管轄税務署（通

常石油・ガス管轄税務署）を通じて国税総局からの（支払い）確認

書を取得しなければなりません。

SKK Migasは今後、VATを発行するPSCの取引業者が登録され

ている管轄税務署から確認書を取得しなければなりません。

国税総局は確認申請書を受領してから20日以内に回答しなけれ

ばなりません。この期間は国税総局からの書面による通知があれ

ば5日間（平日）の延長が可能となります。

還付を受ける間接税の金額はこの確認プロセスの進捗次第です

が、政府取得分を上限とし、政府が受け取った最初の石油取分

は除外されます。

PSC請負会社は下記の事項が該当する場合、要求した金額より

少ない還付金を受け取ることになるでしょう。

•	 国税総局の確認書がない、

•	 経過した期間のVAT還付が過大還付だった場合、

•	 請負会社による過大船積額の支払い時期が到来しており、未

払いとなっている場合、

•	 還付請求したVATが下記に該当し、還付対象とならない場合、

>> 法規定に基づきVATが免除されている課税物資およびサービス

の輸入または納品について支払われた場合、

>> LNG精製にかかるオペレーティングコストに係るVAT、
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>> 現行規定に基づき性質上控除できない費用に係るVAT

SKK Migasおよび国税総局に加えて、財務省内のその他の部

局として財政予算局、中央銀行などがこの還付プロセスに関

与しています。

関連法令：財務省規定第218号/PMK.02/2014
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PSC請負会社はその取引先がVATインボイスをVAT申告書に

おいて適正に申告しているか確認することをお勧めします。

この新ガイドラインは支払ったVATおよび奢侈品販売税の還

付を請求することに関してはより確実性を示していますが、プ

ロセスについては大きな関心を引くところです。

国税総局は還付する間接税の正確な金額の確認情報を提供

しない懸念があり、PSC請負会社が国税総局との間で還付請

求額と国税総局が認める金額との差額について協議するメカ

ニズムが提示されておりません。


